
議案第94号

財産の取得について

下記の財産を取得することについて，議会の決議に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例（昭和62年つくば市条例第22号）第３条の規定に基づき，議

会の議決を求める。

平成28年８月31日

つくば市長 市 原 健 一

記

１ 取得する財産 災害対応特殊救急自動車及び高度救命処置用資機材

２ 取得金額 金38,857,887円

３ 取得目的 つくば市消防本部北消防署筑波分署に配備するため

４ 契約方法 条件付き一般競争入札

５ 契約の相手方 茨城県水戸市泉町２丁目３番24号

茨城トヨタ自動車株式会社

代表取締役 幡谷史朗




